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　興味のある企業のお話しを聞いてみませんか？応
募を前提としない説明会ですので、お気軽にご参加
ください。事前予約不要・服装自由です。
と　き　６月12日㈮13時30分～15時30分
ところ　秩父市文化体育センター 第１アリーナ
参加企業　秩父地域の企業60社（予定）
対　象　就職・再就職活動中で秩父地域での就職を
希望する方。全年齢対象の正社員求人、その他一般
求人（パート含む）
※移住相談コーナーも設置します。
　詳しくは秩父地域雇用対策協議会Ｃを
ご覧ください。
１秩父地域雇用対策協議会
☎２２－４４１１（秩父商工会議所内）

　秩父銘仙ＰＲ事業の一環として、秩父銘仙利活用
奨励金を交付します。（事前相談が必須です。）
対象者　
・市内在住、在勤、在学の方
・�市内で対面接客を主とする店舗を営業している方
交付条件
・�対象となる購入先から、秩父銘仙製品を10万円（税

抜き）以上購入する方
・�購入した製品を着用または使用している写真を市
ＣやSNS等で公開することに同意する方

・市税等を滞納していない方
交付金額　
一律５万円（※一人一回のみ）
申請の流れ
①産業支援課に事前相談（エントリー）→②申請→
③奨励金交付→④市Ｃにて写真を公表
　詳細は市Ｃをご確認ください。
２・１産業支援課
☎２５－５２０８

ポテくまくんイチオシポテくまくんイチオシ

産業支援インフォメーション産業支援インフォメーション

１１産業支援課産業支援課☎☎２５－５２０８２５－５２０８

秩父に住んで働こう！『会社説明会／面接会』

秩父銘仙利活用奨励金のお知らせ

創
業
者
向
け
制
度
融
資
を

新
設
し
ま
し
た

　
市
で
は
、
市
内
事
業
者
を
支
援
す
る

た
め
金
融
機
関
と
連
携
し
、
利
息
額
や

保
証
料
等
を
優
遇
す
る
制
度
融
資
を
設

け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
融
資
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
と
し
て
、

創
業
者
向
け
の
制
度
融
資
を
新
設
し
ま

し
た
。

制
度
名
　
秩
父
市
中
小
企
業
振
興
資
金

（
秩
父
市
ハ
イ
パ
ワ
ー
資
金
）
創
業
枠

対
　
象
　
開
業
前
に
融
資
を
申
し
込
み

た
い
方
、
事
業
歴
が
１
年
未
満
で
あ
る

た
め
他
の
融
資
に
申
し
込
め
な
い
方
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
保
証
を
利
用
し
た
い

方
等
（
諸
条
件
あ
り
）

融
資
限
度
額
　
運
転
資
金
・
設
備
資
金

合
わ
せ
て
２
，
０
０
０
万
円

貸
付
利
率
　
融
資
実
行
時
の
長
期
プ
ラ

イ
ム
レ
ー
ト
か
ら
１
％
引
い
た
利
率

※�

さ
ら
に
市
が
１
％
補
助
す
る
た
め
、

実
行
金
利
は
長
期
プ
ラ
イ
ム
レ
ー
ト

か
ら
２
％
引
い
た
利
率
（
実
行
金
利

の
下
限
は
０
・
５
％
）

申
請
手
続
　
お
近
く
の
取
扱
金
融
機
関

窓
口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

１
先
端
技
術
推
進
課

☎
21

－

５
５
２
２

と　き　６月７日㈰10時～16時
ところ　ウニクス秩父内
内　容　秩父内外からさまざまなお店が出店！
・�ステージではＣ-ＤＡＮＣＥをはじめ、市内で活動する

団体による発表も予定しています。
・�いろいろな景品が当たる抽選会！先着５５０名さま
　10時30分、13時、15時の３回に分けて実施
皆さんチャレフェスに参加しませんか？
　「チャレフェス」は、秩父の農産物や地域特産品の魅力
をより広く伝えるため、生産者や秩父の商店主が消費者と
ふれあいながら自社の商品を販売・ＰＲできる地域参加型
のイベントです。
　出展者やステージ出演者についても募集中です。ステー
ジは９月、11月を予定しています。設備の整った場所で普
段の練習の成果を披露してください。チャレフェスの詳細
については、お気軽にお問い合わせください。
１実行委員会 担当：町田☎０９０－８０３５－３８００
３event-chichibu@neighborhood.or.jp

チャレフェス開催
～めった集まるごうぎな祭り～
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げすいどう通信　○合併処理浄化槽へ転換しませんか？
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　市では、古い単独処理浄化槽からの入れ替えや、水洗トイレへの改修などでくみ取り便槽から合併処理浄
化槽への転換を行う場合、次の補助を行っています。

戸別合併処理浄化槽設置事業
対　　　象　浄化槽処理促進区域の専用住宅および併用住宅（※）
申請締切日　11月30日㈪
本事業へ申請された場合、次の負担で浄化槽（本体）を設置することができます。
設置負担金　５～７人槽：10万円　10人槽：13万円（いずれも配管費用は別途個人負担）
　さらに、この事業で単独処理浄化槽、またはくみ取り便槽から市の戸別合併処理浄化槽に転換する場合、
既存の単独処理浄化槽（くみ取り便槽）の撤去費用に10万円、配管工事に要する費用に20万円、合わせて
上限30万円を補助します（所要額が30万円未満の場合はかかった費用）。

（※）併用住宅へ設置の場合は条件がありますので、下水道課へお問い合わせください。
○浄化槽の管理者には３つの重要な義務があります。必ず行いましょう。
１．清　　掃　清掃は年１回以上行うことが法令により義務付けられています。
２．保守点検　一般家庭の浄化槽では４カ月に１回以上行う必要があります。
３．法定検査　�新しく浄化槽を設置した時（設置後３カ月から５カ月の間）と、年１回定期的に行う検査の

受検が義務付けられています。
※浄化槽管理者は、浄化槽を休止する場合、清掃を行った後に下水道課に休止届を提出することで上記の義

務が免除されます。
※市で設置した浄化槽の保守点検、法定検査は市から業者に直接依頼をしています。設置事業や維持管理業

者一覧については、市Ｃをご覧いただくか、下水道課へお問い合わせください。
１下水道課☎２５－５２１８
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秩父市移住相談センター：伊藤　良平
～卒業・特別号～

～�生徒会役員から、秩父特別支援学校や生徒会の取り組みについて紹介
します～
　秩父特別支援学校では、生徒会が中心となって全校集会を行っていま
す。昨年度は１学期に「新入・転入学生歓迎会」を、２学期には「全校
ふれあいダンシングタイム」、３学期は「おわらい・パフォーマンス大会」
を実施しました。今年度も小学１年生から高校３年生まで、全校生徒が
楽しめるような企画をたくさん考えていきます。
　秩父特別支援学校の良いところは、あいさつができること、みんなが
安心して自分らしく過ごせることと、いろいろ教えてくれる優しい先生
がたくさんいるところです。
　みんながワクワクするような、明るく、楽しく、笑顔の絶えない学校
にしたいです。
　みんな仲の良い学校で、
スポーツも頑張っていま
す。特別支援学校のサッ
カー大会でベスト８になり
ました。
　また、卒業後の進路にむ
けて作業学習を頑張ってい
ます。
　今年度は運動会を５月30
日㈯に開催します。応援よ
ろしくお願いします。

秩父地域の高校秩父地域の高校
夢をかなえる 未来にはばたく

秩父特別支援学校

　令和５年６月から地域おこし協力隊として活動をさせていただきました。
　最初は「秩父」も「移住」もよく知らない状態で、移住相談センターに着任し、試行錯誤の日々が続き
ましたが、秩父のことを知れば知るほど魅力的な場所だと思い、お客さまにもそのことをお伝えしようと
精一杯務めてまいりました。
　最初に取り組んだのは、ＰＲできる方法がもっとあったらと思い、公式ＬＩＮＥを取り入れて移住相談
センターの情報発信を行えるようにしました。現在は300人を超える方々にご登録いただき、公式ＬＩＮ
Ｅを見てイベントなどに参加していただけるまでに成長しました。さらに、それと組み合わせて、オーダー
メイド移住体験ツアーを企画し、今では定番となっています。
　他には、ＷＥＢデザイナーという職歴を生かして、パンフレットやチラシ、ポスターなど、今までのも
のを刷新し、今風のトレンドにあったものに差し替えたいと思い、一年以上かかりましたがやり遂げまし
た。
　移住相談センターが、地場産センターから番場通りに移動するのもお手伝いしました。移動できる場所
を探し、何度も足を運んで、秩父神社の近くの理想的な場所を見つけることができました。こちらは人通
りが多く、今後に期待できます。
　他には、たくさんのイベントを開催したり参加したりしました。特に思い入れがあるのが、１年目に行っ
たオンラインでの埼玉県合同セミナーです。他の市と打ち合わせしながらと大変でしたが、30人近い方に
参加いただけて、やってよかったと思いました。他には、ウォーキングやＢＢＱなど移住者や移住検討者
と交流ができるイベントも行い、い
ずれも好評を得ました。
　卒業後も秩父に関わっていけたら
と思います。最後に皆さまへこの場
を借りて感謝の思いを伝えさせてい
ただければと思います。
　「ありがとうございました」

◎�今年度から秩父特別支援学校高等部が加わり、
各校の取り組みを紹介します。
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